
患者さまへご案内（保険医療機関における書面掲示）

明細書発行体制等加算

診療報酬の算定項目が記載された明細書を無償で発行しております。

電子的診療情報連携体制整備加算

一般名処方加算

小児科外来診療料

小児科外来診療料の届出を行っており、6歳未満の患者様に対して診察を行っております。

生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ

ニコチン依存症管理料

禁煙の為の治療的サポートを行う禁煙外来を行っております。

ベースアップ評価料Ⅰ・Ⅱ

ベースアップ評価料を算定しております。

外来感染対策向上加算

高血圧症、脂質異常症、糖尿病の治療に関して、同意を得た患者さまに医師や看護師による療養指導を行って

おります。状態に応じて28日以上の投薬またはリフィル処方箋を発行を行っております。

感染対策部門を設置し院内感染防止対策に関する取り組みを行っております。千葉県知事より第二種協定指定

医療機関の指定を受けており、受診の有無に関わらず発熱患者様等の受入れを行っております。

南房総ファミリアクリニック　院長　山倉　幹丈

後発医薬品がある医薬品については、患者さまへご説明の上、商品名ではなく一般名（有効成分の名称）で処

方する場合がござます。

南房総ファミリアクリニック　

オンライン資格確認の体制を整備し、必要な情報（受診歴、薬剤情報、特定健診情報等）を取得・活用した診

察を行っております。


